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仕様書 

 

 

１．業務名  宮古島市地産地消ブランド化推進業務 

 

２．目的 

宮古島市においては、多くの食材を生産しているものの、市民や観光客等が消費する食材の多く

は域外から調達されており、地域経済の流出につながっている現状がある。食料の地産地消を推進

することによって、地域内経済の循環による所得向上のほか、食料安全保障の確保による市民生活

の安全・安心の向上、生産者を支えることによる地場産業の継承など、地域社会の持続可能性を高

めていくことが重要である。 

地産地消を地域全体として推進していくためには、市民や観光客の多くが広く地産地消の意義を

共有し、楽しみながら地産食材や地産食材を活用した飲食店、商品等を選択するなど、地産地消の

ムーブメントを起こしていくことが重要である。 

令和５年度の事業では、地産地消を市民の立場から広めていくための仕組みや仕掛けを検討する

メンバーをコア・コミュニティ（しまさんフレンズ）として組織し、地産地消を地域ブランドとし

て確立していくためのブランドコンセプトの検討、ブランドマニュアルづくり、コンセプトを伝え

るブランドブックの制作、イベント「しまさんマルシェ」の実施などの取り組みを進めた。 

令和６年度においては、令和５年度に実施した事業の成果をもとに、さらに市民運動として地産

地消（しまさんにしましょう）の取り組みを広めていくための活動や仕組みづくりを行うことを本

業務の目的とする。 

 

３．委託期間  委託契約締結日の翌日～令和７年２月28日 

 

４．業務内容 

 本業務は、公募型プロポーザル方式にて受託事業者を選定することから、具体的な内容について

は、提案に基づいて協議・決定するが、市として想定する業務を例として以下の通り提示する。 

（１）コア・コミュニティの運営 

地産地消を地域ブランドとして確立するため、その活動や仕組み、仕掛けについて、中

心になって検討するコア・コミュニティを運営するため、事務局業務を実施する。月に２回

程度のコア・コミュニティ会議のほか、週に１回程度の事務局会議を行うことを想定する。 

なお、コア・コミュニティのメンバーについては、令和５年度のメンバーを基本としつ

つ、メンバーの意向を確認し、必要に応じて追加メンバーの検討・参加打診等を行う。 

（２）地域コミュニティの形成 

コア・コミュニティを核として展開される活動に積極的に参加する層に対して、地域コ

ミュニティとしての位置づけを検討し、市民運動を広げていく仕組みづくりを行う。例えば、

コア・コミュニティには参加できないが、イベント等の運営をサポートする「しまさんサポ

ーター」や地産地消の活動に積極的に関わる子どもたちを「しまさんキッズ」などとする位

置づけと、そうしたメンバーの関わり方等を検討し、令和６年度に行う活動で展開を図る。
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また、活動に関わる層を広げるための取り組みとして、ターゲットとなる層の関係者に対し

て、令和５年度に制作したブランドブックやロゴの活用を行う。活用方法については、コ

ア・コミュニティ会議の中で検討することとするが、ブランドブックについては、単に配布

するのではなく、配布先に趣旨やコンセプトが伝わり、地産地消が市民に浸透していく方策

を検討する。 

（３）イベントの開催 

令和５年度に実施した「しまさんマルシェ」と同様のイベントを開催する。具体的な内

容については、コア・コミュニティ会議の中で検討・企画し、周知活動及び運営を行う。 

（４）新たな仕掛けの検討・実施 

地産地消を市民運動として広げていくための新たな仕掛け、活動を展開する。令和５年

度に出されたアイデアとしては、①市民の日常生活の中で、地産地消との接点をより多く設

ける取り組み、②市民が生産者や地産食材と深く関わり、学ぶ機会の提供、③新たな普及啓

発媒体による情報発信（ウェブ、冊子、テレビ・ラジオ等）などが挙げられている。 

具体的な内容については、コア・コミュニティ会議の中で検討されていくものであるこ

とから、計画時点における想定により企画提案を行い、事業を進める中で、必要に応じて事

業計画を変更して実施するものとする。 

（５）今後の課題整理と報告書の作成 

 

５．成果物 

成果物としては、印刷物の報告書２部及び電子媒体の報告書１部を提出すること。 

※報告書は、原則市のホームページで公開することを想定しているが、公開によって不利益が生

じる恐れのある情報（個人・法人の情報等）が含まれる場合には、市との協議を踏まえ、公開

用の報告書を別途作成するものとする。 

 

６．知的財産の取扱い 

 委託業務により生じた著作権等の知的財産権は、原則として委託元である宮古島市に帰属する。 

 納品物の情報については、調査業務後に様々な形で活用する可能性があるため、第三者の情報を活

用する場合には、全ての情報の出典元または著作者及び使用許諾の有無について明記すること。 

 

７．その他留意事項 

（１）委託業務の対象経費は、次のとおりとする。 

①人件費 

②直接経費（報償費、旅費、消耗品費、光熱水費、印刷製本費、通信運搬費、広告料、使用料

及び賃借料、再委託費、その他必要と認められる費目） 

③一般管理費（原則として（人件費＋直接経費－（再委託費＋外注費））の 10％以内とし、合

理的・客観的に必要性を示すことができる場合に限り、10％を超えた比率について、

協議に応じる。 

④消費税 

（２）本業務は、概算契約にて実施する。 
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（３）実績報告書に添付する証憑書類は、原則として以下のとおりとし（原則写しを添付）、費目ご

との総括表、インデックス等を含めてファイルに綴じて提出するものとする。例外的な取扱

いをする場合もあるため、詳細については市担当者と確認して提出するものとする。 

①人件費：人件費単価を証明する書類、職員の稼働時間・業務内容が分かる業務日誌 

②報償費：単価の根拠、依頼内容、実施結果（時間・内容）、支払いを証明する書類 

③旅費：旅費規程（ある場合）、出張命令簿・報告書（内容が分かる書類）、航空運賃に関す

る書類（旅程が分かるもの（チケットの写し等）、搭乗したことが分かるもの（半券ま

たは搭乗証明書等）、支払いを証明する書類（領収書等））、宿泊に関する書類（領収

書等）、その他交通費に関する書類（領収書またはウェブ等で運賃の確認できる画面コ

ピー等、例えば自宅から空港までの交通費等については対象になるか事前に確認するこ

と）、その他必要な書類。※旅費規程がない場合は、市の旅費規程に基づく。 

④再委託費・外注費：業務内容が分かる書類（仕様書）、業者選定に関する書類（見積合わせ、

選定理由書等）、契約に関する書類（契約書、発注書・請書等）、業務完了が分かる書

類、検収に関する書類（再委託の場合には再委託先が支出した経費の確認も行うこと）、

請求に関する書類、支払いを証明する書類 

④その他の経費：必要性を示す書類（理由書、使用目的が分かる書類等）、支払いを証明する

書類（金額や費目によっては、追加的に書類を求める場合があるため、契約時に確認す

ること） 

（３）受託者は、業務の遂行にあたって、委託者と緊密な連携をもって行わなければならない。 

（４）本業務の契約にあたっては、企画提案の採択後、契約に向けた協議を行い、本仕様書と企画提

案内容を踏まえて、実際の業務内容を確定する。 

以上 


